
パブリックコメントとは？

施策等の企画立案がまとまった段階にお

いて、その趣旨・内容等を公表し、広く

市民の皆さまの意見または提案を求め、

その意見等を考慮して、施策等の最終案

に反映させる手続きを言います。

⑥決定内容を知る

守山市 市民の方
①計画、条例などの案の作成

②計画、条例などの案の公表

③意見の提出

④意見を考慮し、案を決定

⑤決定した案などの公表

■ 7会館、すこやかセンター、駅総、
エルセンター、担当課窓口など

■市ホームページ

■決定した案の内容
■反映した意見およびその修正点
■反映できなかった意見とそれに
対する市の見解

パブリックコメント実施の流れ図(簡易版)

意見の提出はどうしたらいい？

パブリックコメントの意見を提出する際は、以

下２点の記載が必要です。

①意見を提出する方の情報

・氏名または法人名、代表者名

・住所 ・電話番号

②意見や情報の書き方

・計画案などのページ番号や項目名

・具体的な内容

※持参、FAX、郵送または電子メールで
計画案などの所管課へ提出してください。

お寄せ頂いた貴重なご意見や情報は、後日、こ
れに対する守山市の考え方とともに整理した上で
公表します。なお、お寄せいただいたご意見や情
報以外の内容（氏名等）は公表しません。
また、個々のご意見・情報に直接回答はしません
ので、予めご了承ください。
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